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合
戦
観
に
疑
義
を
呈
し
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
五
―
一
三
話
（
以
下
、

『
今
昔
』
前
九
年
話
と
略
す
）
に
む
し
ろ
実
相
を
伝
え
る
側
面
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
一
方
で
、『
陸
奥
話
記
』
の
著
し
い
虚
構
性
・
誘
導
性

や
『
今
昔
』
前
九
年
話
の
先
行
性
〔
野
中
（
二
〇
一
四
）〕
や
、『
扶
桑
略

記
』『
陸
奥
話
記
』
の
史
料
的
価
値
の
低
劣
性
（
別
稿
）
に
つ
い
て
指
摘

し
た
。
従
来
は
、
編
纂
史
料
で
あ
る
『
扶
桑
略
記
』
が
ま
ず
は
信
頼
さ
れ
、

そ
れ
と
の
近
似
性
を
示
す
『
陸
奥
話
記
』
に
も
若
干
の
虚
構
性
は
あ
る
と

し
て
も
一
定
の
信
頼
性
が
あ
る
と
み
ら
れ
て
お
り
、
相
対
的
に
『
今
昔
』

前
九
年
話
は
説
話
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
言
説
ゆ
え
に
史
料
的
価
値
の
低

い
も
の
と
し
て
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
（『
陸
奥
話
記
』
を
翻
訳
し
た
の
が

一　

は
じ
め
に

　

研
究
に
は
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
要
所
が
あ
る
。
そ
の
謎
が
解
け
れ
ば
一
気

に
視
界
が
拓
け
る
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
後
三
年
記
』

の
成
立
論
で
は
「
侍
り
」
へ
の
着
眼
が
そ
う
で
あ
っ
た
。『
陸
奥
話
記
』

研
究
で
は
、
高
階
経
重
問
題
が
そ
れ
に
当
た
る
。

　

高
階
経
重
問
題
に
照
準
を
定
め
る
に
至
る
準
備
段
階
が
あ
っ
た
。
高
橋

崇
（
一
九
九
一
）、
伊
藤
博
幸
（
一
九
九
二
）
は
笠
栄
治
（
一
九
六
六
）

の
文
献
批
判
を
礎
に
し
て
、
従
来
の
『
陸
奥
話
記
』
に
依
拠
し
た
前
九
年

『
陸
奥
話
記
』
の
高
階
経
重
問
題

野
中
哲
照
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『
今
昔
』
前
九
年
話
で
あ
る
と
す
る
論
調
が
多
か
っ
た
）。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
史
料
的
価
値
に
逆
転
が
起
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

高
階
経
重
問
題
の
解
決
は
、『
今
昔
』
前
九
年
話
の
史
料
的
価
値
の
高

さ
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、『
陸
奥
話
記
』
の
虚
構
性
を
さ
ら
に
深
く

解
き
明
か
す
糸
口
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

二　

高
階
経
重
問
題
と
は
何
か

　
　
　

―
当
該
期
の
歴
代
陸
奥
守
と
そ
の
問
題
点

―

　

前
九
年
合
戦
に
関
わ
る
時
期
の
陸
奥
守
に
つ
い
て
は
、『
国
司
補
任
』

に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
陸

奥
話
記
』『
扶
桑
略
記
』
を
一
級
の
根
拠
と
し
て
の
位
置
か
ら
遠
ざ
け
て

組
み
立
て
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
〔「
任
」
は
叙
任
、「
停
」
は
そ
の
任
の

停
止
、「
見
」
は
在
職
中
で
あ
る
こ
と
が
史
資
料
に
見
え
る
（
確
認
で
き

る
）
の
意
〕。

十
一
世
紀
前
半
～
中
葉
の
陸
奥
守

・	

藤
原
済
家　

一
〇
〇
九
～
一
〇
一
三
年

（
一
〇
〇
九
年
、
一
〇
一
〇
年
、
一
〇
一
二
年
、
一
〇
一
三

年
に
「
見
」
で
そ
れ
が
任
期
五
年
の
幅
に
合
致
。
し
か
も
一

〇
一
四
年
に
「
前
守
藤
原
済
家
」
と
見
え
る
。）

・	

藤
原
貞
仲　

一
〇
一
四
～
一
〇
一
八
年

（
一
〇
一
六
年
、
一
〇
一
八
年
に
「
見
」
で
、
前
任
と
の
関

係
か
ら
起
点
を
推
定
し
、
任
期
五
年
と
み
て
終
点
を
推
定
。）

・	

橘　

則
光　

一
〇
一
九
～
一
〇
二
三
年

（
一
〇
一
九
年
に
「
見
」
で
、
前
任
と
の
関
係
か
ら
起
点
を

推
定
。
後
任
と
の
関
係
か
ら
四
年
間
か
四
年
間
半
で
辞
し
た

と
推
定
。）

・	

平　

孝
義　

一
〇
二
三
～
一
〇
二
八
年

（
一
〇
二
三
年
、
一
〇
二
四
年
、
一
〇
二
五
年
、
一
〇
二
七

年
、
一
〇
二
八
年
に
「
見
」
で
、
後
任
と
の
関
係
か
ら
終
点

を
推
定
。
五
年
間
半
と
な
る
が
前
任
の
残
任
期
の
調
整
と
み

る
。）

・	

藤
原
朝
元　

一
〇
二
九
～
一
〇
三
一
年

（
一
〇
二
九
年
に
「
任
」、
一
〇
三
一
年
十
月
に
「
卒
」
な
の

で
起
点
と
終
点
は
明
確
。
三
年
間
。）

・	

藤
原
兼
貞　

一
〇
三
二
～
一
〇
三
六
年

（
一
〇
三
四
年
に
「
見
」
で
、
前
任
・
後
任
と
の
関
係
か
ら

起
点
・
終
点
を
推
定
。
四
年
間
。）

・	
藤
原
頼
宣　

一
〇
三
六
～
一
〇
四
〇
年

（
一
〇
三
六
年
十
月
は
「
任
」
で
明
確
。
そ
こ
か
ら
任
期
五
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年
と
み
て
終
点
を
推
定
。
前
任
と
の
間
に
一
人
辞
退
者
が
い

た
か
。）

・	

源　

頼
清　

一
〇
四
一
～
一
〇
四
五
年

（
人
名
不
詳
な
が
ら
こ
こ
に
五
年
間
の
任
期
を
仮
に
設
定
。

一
〇
四
八
年
に
源
頼
清
が
「
前
守
」
と
し
て
「
見
」
え
る
こ

と
か
ら
、
そ
れ
を
当
て
は
め
う
る
と
こ
ろ
は
こ
こ
し
か
な

い
。）

・	

藤
原
登
任　

一
〇
四
六
～
一
〇
五
〇
年

（
頼
清
に
次
ぐ
時
期
と
し
て
の
五
年
間
の
任
期
を
仮
に
設
定
。

『
陸
奥
話
記
』
は
年
月
の
操
作
は
あ
り
え
て
も
実
在
し
な
い

人
物
を
登
場
さ
せ
る
な
ど
の
虚
構
性
は
な
い
と
考
え
て
、

「
永
承
の
比
」
の
藤
原
登
任
の
任
期
を
こ
の
よ
う
に
推
定
。

後
任
と
の
関
係
か
ら
終
点
は
確
実
。）

・	

源　

頼
義　

一
〇
五
一
～
一
〇
五
五
年

（
一
〇
五
一
年
は
「
任
」
で
『
本
朝
続
文
粋
』
な
の
で
起
点

は
確
実
。
任
期
五
年
と
み
て
終
点
を
推
定
。『
陸
奥
話
記
』

は
一
〇
五
六
年
を
「
任
終
」
と
す
る
が
不
審
。
こ
の
期
間
中

の
一
〇
五
三
年
に
「
鎮
守
府
将
軍
」
に
兼
任
で
、
こ
れ
も
『
続

本
朝
文
粋
』
な
の
で
確
実
。）

・
藤
原
良
綱　

一
〇
五
六
年
…
Ａ

（『
陸
奥
話
記
』
で
は
姓
名
欠
の
「
新
司
」、『
百
錬
抄
』
で
「
藤

原
良
綱
」。『
扶
桑
略
記
』
は
「
藤
原
良
経
」
と
し
て
し
か
も

翌
年
の
こ
と
と
す
る
が
、
そ
う
す
る
と
前
任
が
六
年
間
と
な

る
の
で
、
良
綱
の
任
陸
奥
守
と
そ
の
辞
退
が
起
き
た
の
は
一

〇
五
六
年
と
み
た
ほ
う
が
妥
当
。『
百
錬
抄
』
に
従
う
こ
と

に
な
る
。
た
だ
し
源
頼
義
の
資
格
に
つ
い
て
、
一
〇
五
六
年

の
『
十
三
代
要
略
』『
百
錬
抄
』
や
一
〇
五
七
年
の
『
諸
道

勘
文
』『
百
錬
抄
』
は「
守
」
で
あ
る
が
、
一
〇
五
六
年
の『
帝

王
編
年
記
』、
一
〇
五
七
年
の
『
扶
桑
略
記
』
や
『
帝
王
編

年
記
』
に
「
前
守
」
と
あ
る
。）

・	

源　

頼
義　

一
〇
五
六
～
一
〇
六
〇
年

（
右
の
と
お
り
『
百
練
抄
』
に
よ
っ
て
「
任
」
が
判
明
。
そ

こ
か
ら
任
期
五
年
と
み
て
終
点
を
確
定
。
こ
の
ま
ま
だ
と
後

任
と
の
間
に
一
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
が
生
じ
る
。）

・
高
階
経
重　

一
〇
六
二
年
…
Ｂ

（『
扶
桑
略
記
』『
陸
奥
話
記
』
に
「
康
平
五
年
の
春
の
月
」

と
あ
る
。
両
書
の
史
料
的
価
値
の
危
う
さ
ゆ
え
に
、
こ
の
年

次
も
危
う
い
。）

・	

源　

頼
義　

一
〇
六
一
～
一
〇
六
二
年

（
こ
こ
も
不
明
。『
陸
奥
話
記
』『
扶
桑
略
記
』
以
外
に
史
資
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料
が
な
い
。
前
九
年
合
戦
の
終
結
と
と
も
に
頼
義
は
上
洛
し

て
い
る
の
で
、
終
点
は
確
実
。
し
か
し
そ
れ
が
陸
奥
守
と
し

て
の
終
点
な
の
か
は
不
明
。
鎮
守
府
将
軍
と
し
て
の
任
務
終

了
の
可
能
性
も
あ
る
。）

　

本
稿
で
問
題
に
す
る
箇
所
は
、
四
角
囲
み
の
Ａ
お
よ
び
Ｂ
な
の
だ
が
、

こ
の
時
期
の
陸
奥
国
守
の
流
れ
を
お
お
よ
そ
把
握
す
る
た
め
に
、
こ
れ
よ

り
前
の
部
分
の
歴
代
国
守
も
明
ら
か
に
し
た
。

　

次
節
以
降
で
述
べ
る
よ
う
に
、
実
在
の
高
階
経
重
の
任
陸
奥
守
は
こ
の

Ａ
の
時
期
な
の
か
Ｂ
の
時
期
な
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
が
、『
陸
奥

話
記
』
の
高
階
経
重
問
題
で
あ
る
。

三　
『
今
昔
』
前
九
年
話
と
『
陸
奥
話
記
』
の
関
係

　

ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
、『
今
昔
』
前
九
年
話
と
『
陸
奥
話
記
』

と
で
、
高
階
経
重
の
登
場
位
置
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。『
今
昔
』

は
説
話
集
な
の
で
、
暦
時
間
の
記
述
（
年
月
日
）
が
原
資
料
に
存
在
し
て

い
て
も
、
そ
れ
を
削
除
す
る
傾
向
が
強
い
。
そ
の
こ
と
を
た
と
え
ば
将
門

関
係
話
で
確
認
す
る
と
、『
将
門
記
』
で
は
「
延
長
九
年
を
以
て
」「
承
平

五
年
十
月
廿
一
日
を
以
て
」「
天
慶
二
年
十
二
月
十
一
日
を
以
て
」
な
ど

と
四
六
か
所
に
も
わ
た
っ
て
年
・
月
・
日
の
い
ず
れ
か
が
明
示
さ
れ
て
い

る
の
に
、
そ
れ
を
翻
訳
し
た
『
今
昔
』
巻
二
五
―
第
一
話
「
平
将
門
、
発

謀
反
被
誅
語
第
一
」（『
今
昔
』
将
門
話
）
で
は
冒
頭
に
「
朱
雀
院
ノ
御
時

ニ
」
と
あ
る
だ
け
で
そ
れ
以
降
は
「
初
ハ
」「
其
後
」「
～
時
ニ
」「
其
後
、

亦
、
程
ヲ
経
ズ
シ
テ
」「
～
程
ニ
」「
而
間
」「
其
時
ニ
」「
而
ル
ニ
」「
後

ニ
ハ
」「
～
間
」
な
ど
と
い
う
暦
時
間
を
排
除
し
た
時
間
表
現
し
か
出
て

こ
な
い
。
こ
れ
は
、
原
資
料
に
あ
っ
た
も
の
を
意
図
的
に
除
い
た
も
の
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、『
将
門
記
』
と
『
今
昔
』
将
門

話
と
で
、
記
事
の
順
序
が
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
の
点
が
重
要
で
あ

る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、『
陸
奥
話
記
』
と
『
今
昔
』
前
九
年
話
の
、
源

頼
義
重
任
の
経
緯
に
関
わ
る
と
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て
て
比
較
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。
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『
今
昔
』
前
九
年
話

永
承
の
比
、
陸
奥
守
藤
原
登
任
の
征
夷
失
敗

　
　
　

↓

源
頼
義
、
任
鎮
守
府
将
軍

　
　
　

↓

大
赦
あ
っ
て
安
倍
頼
良
、
頼
時
と
改
名

　
　
　

↓

阿
久
利
川
事
件
勃
発
（「
守
、
任
既
ニ
満
タ
リ
」）

　
　
　

↓

源
頼
義
に
よ
る
安
倍
氏
追
討
開
始

　
　
　

↓

平
永
衡
事
件
と
藤
原
経
清
離
反

　
　
　

↓

頼
義
の
任
期
終
了
、
高
階
経
重
辞
退
に
よ
り
頼
義
再
任

　
　
　

↓

安
倍
頼
時
の
死
（
国
解
）

　
　
　

↓

黄
海
合
戦
に
て
頼
義
軍
苦
戦

　
　
　

↓

『
陸
奥
話
記
』

永
承
の
比
、
陸
奥
守
藤
原
登
任
の
征
夷
失
敗

　
　
　

↓

源
頼
義
、
任
陸
奥
守
・
任
鎮
守
府
将
軍

　
　
　

↓

大
赦
あ
っ
て
安
倍
頼
良
、
頼
時
と
改
名

　
　
　

↓

任
期
満
了
の
年
、
阿
久
利
川
事
件
勃
発

　
　
　

↓

源
頼
義
に
よ
る
安
倍
氏
追
討
開
始

　
　
　

↓

平
永
衡
事
件
と
藤
原
経
清
離
反

　
　
　

↓

朝
廷
「
新
司
」
を
任
命
す
る
も
辞
退
し
源
頼
義
重
任

　
　
　

↓

天
喜
五
年
秋
九
月
、
安
倍
頼
時
の
死
（
国
解
）

　
　
　

↓

同
年
十
一
月
、
黄
海
合
戦
に
て
頼
義
軍
苦
戦

　
　
　

↓
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『
陸
奥
話
記
』
や
『
扶
桑
略
記
』
に
よ
れ
ば
、
高
階
経
重
は
康
平
五
年

（
一
〇
六
二
）
春
、
陸
奥
守
に
任
じ
ら
れ
、
陸
奥
国
ま
で
下
っ
て
き
た
も

の
の
国
人
た
ち
が
前
国
守
で
あ
る
源
頼
義
に
従
っ
て
い
た
の
で
、
都
に

戻
っ
た
と
あ
る
（
前
節
の
Ｂ
）。
と
こ
ろ
が
、『
今
昔
』
前
九
年
話
で
は
、

安
倍
頼
時
追
討
や
黄
海
合
戦
よ
り
前
の
位
置
〔
天
喜
五
年
（
一
〇
五
七
）

秋
よ
り
も
前
の
時
期
〕
に
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
（
前
節
の
Ａ
に
相
当
）。

永
承
六
年
（
一
〇
五
一
）
に
頼
義
が
陸
奥
守
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
ま
ず
間

違
い
な
く
（『
本
朝
文
粋
』「
康
平
七
年
頼
義
奏
状
」）、
そ
れ
が
か
り
に
正

月
除
目
に
よ
る
も
の
だ
と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
五
年
間
の
任
期
と
み

て
、
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
の
末
ま
で
が
頼
義
の
任
期
と
い
う
こ
と
に

　
　
　

↓

貞
任
・
経
清
ら
、
ま
す
ま
す
横
行

　
　
　

↓

源
頼
義
、
清
原
氏
に
援
軍
を
要
請

　
　
　

↓

頼
義
・
清
原
武
則
軍
が
安
倍
氏
追
討
へ

　
　
　

↓

厨
川
の
柵
陥
落
、
安
倍
氏
滅
亡

同
年
十
二
月
、
諸
国
兵
粮
・
兵
士
到
来
な
き
訴
え
（
国
解
）

　
　
　

↓

出
羽
守
源
兼
長
か
ら
源
斉
頼
へ
の
交
替
、
斉
頼
も
非
協
力
的

　
　
　

↓

貞
任
・
経
清
ら
、
ま
す
ま
す
横
行

　
　
　

↓

源
頼
義
、
清
原
氏
に
援
軍
を
要
請

　
　
　

↓

康
平
五
年
春
、
高
階
経
重
に
任
陸
奥
守
も
辞
退

同
年
秋
七
月
、
右
へ
の
裁
許
が
決
定
し
な
い
ま
ま
頼
義
・
清
原
武
則
軍

が
安
倍
氏
追
討
へ

　
　
　

↓

同
年
九
月
十
七
日
、
厨
川
の
柵
陥
落
、
安
倍
氏
滅
亡
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な
り
、
高
階
経
重
は
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
正
月
に
陸
奥
守
に
任
じ
ら

れ
辞
退
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
（
次
節
）。

問
題
を
焦
点
化
す
れ
ば
、
実
際
の
高
階
経
重
の
任
陸
奥
守
と
そ
の
辞
退

は
、
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
な
の
か
（
Ａ
＝
『
今
昔
』
前
九
年
話
）、

康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
な
の
か
（
Ｂ
＝
『
扶
桑
略
記
』『
陸
奥
話
記
』）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
康
平
七
年
頼
義
奏
状
」
に
伊
予
守
に
つ
い
て
「
然

る
間
、
四
年
の
任
、
二
稔（
年
）、

空
し
く
過
ぐ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
国
守
の
任

期
が
形
骸
化
し
て
い
た
と
は
見
え
な
い
。
都
合
に
よ
り
赴
任
が
遅
れ
た
と

し
て
も
、
任
期
の
原
則
は
守
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四　

頼
義
陸
奥
守
在
任
の
一
期
目
と
二
期
目
の
は
ざ
ま

　
『
今
昔
』
前
九
年
話
の
い
う
よ
う
に
高
階
経
重
の
任
陸
奥
守
と
そ
の
辞

退
を
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
と
考
え
た
場
合
、
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
が
出
て
く
る
。
こ
の
年
に
陸
奥
守
に
叙
任
さ
れ
た
も
う
一
人
の

人
物
、
藤
原
良
綱
と
の
関
係
で
あ
る
。
経
重
と
良
綱
と
は
一
見
す
る
と
任

陸
奥
守
の
時
期
が
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
史
資
料
を
丹

念
に
読
み
解
い
て
み
る
と
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。

『
百
練
抄
』
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
十
二
月
二
十
九
日
条
の
記
事
が

あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
は
じ
め
は
藤
原
良
綱
を
陸
奥
守
に
任
命
し
た
も

の
の
そ
れ
を
辞
退
し
た
た
め
、
良
綱
を
兵
部
大
輔
に
移
す
と
い
う
形
を

と
っ
て
、
同
日
、
源
頼
義
を
陸
奥
守
に
「
更
任
」（
重
任
）
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

源
頼
義
、
更
に
陸
奥
守
に
任
ず
。
征
夷
の
為
な
り
。
陸
奥
守
良
綱
、

兵
部
大
輔
に
遷
任
す
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
十
二
月
二
十
九
日
の
日
付
で
あ
る
。
通

常
、
受
領
の
除
目
は
正
月
と
八
月
で
あ
る
。
前
任
者
の
病
気
理
由
の
辞
任

に
伴
う
臨
時
の
除
目
は
い
つ
で
も
あ
り
え
た
の
だ
ろ
う
が
、
当
時
の
記
録

類
を
見
て
も
、
春
・
秋
の
年
二
回
の
除
目
は
守
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
え
る
と
、
十
二
月
二
十
九
日
の
記
事

は
、
翌
天
喜
五
年
（
一
〇
五
七
）
の
正
月
除
目
の
内
定
記
事
な
の
だ
ろ
う

と
察
せ
ら
れ
る
。

一
方
で
、
一
期
目
の
源
頼
義
の
任
陸
奥
守
の
起
点
が
永
承
六
年
（
一
〇

五
一
）
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
動
か
な
い
（
先
述
）。
藤
原
良
綱
の
こ
の

叙
任
も
正
月
除
目
で
あ
る
し
、
高
階
経
重
の
赴
任
に
「
春
の
月
」（『
扶
桑

略
記
』『
陸
奥
話
記
』）
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
（
虚
構
の
性
格
や
意
図

か
ら
考
え
て
「
年
」
の
虚
構
は
あ
っ
た
と
し
て
も
「
月
」
の
虚
構
は
な
か
っ

た
と
み
る
）、
こ
の
時
期
の
陸
奥
守
に
関
す
る
叙
任
は
正
月
除
目
で
行
わ

れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
起
点
が
半
年
ず
れ
る
と
、
終
点
も
半
年
ず
れ

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
頼
義
の
一
期
目
の
任
陸
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奥
守
は
永
承
六
年
（
一
〇
五
一
）
の
正
月
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
こ
と
に

な
る
。
一
般
の
国
守
の
任
期
は
四
年
で
あ
る
が
、
陸
奥
守
は
遠
隔
地
の
特

例
と
し
て
五
年
任
期
で
あ
っ
た
（『
国
史
大
辞
典
』）。
永
承
六
年
正
月
か

ら
起
算
す
る
と
、
頼
義
を
重
任
さ
せ
る
か
ど
う
か
は
天
喜
三
年
（
一
〇
五

五
）
の
暮
れ
に
議
論
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藤
原
良
綱
の
名
が

出
て
く
る
よ
り
も
一
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
期
に
、
高
階
経
重
の

名
が
出
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
想
定
は
、

『
今
昔
』
の
位
置
と
も
齟
齬
し
な
い
。

こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
八
月
三
日
条
の
『
帝

王
編
年
記
』
の
源
頼
義
に
「
前
守
」
と
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
こ

こ
が
『
十
三
代
要
略
』
で
は
「
陸
奥
守
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ

に
し
て
も
な
ぜ
『
帝
王
編
年
記
』
に
「
前
守
」
な
ど
と
い
う
表
現
が
出
て

い
る
の
か
、
そ
こ
を
問
題
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
翌
天
喜
五
年
（
一

〇
五
七
）
八
月
十
日
条
に
ま
で
『
扶
桑
略
記
』『
帝
王
編
年
記
』
に
も
「
前

守
」
と
出
て
く
る
の
は
史
料
的
な
問
題
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
（
頼

義
は
そ
の
正
月
に
陸
奥
守
に
「
更
任
」
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
。『
百
練
抄
』）、

頼
義
の
陸
奥
守
の
二
期
目
（
重
任
）
は
、
自
明
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
頼
義
が
ブ
ラ
ン
ク
も
な
く
連
続
し
て
一
期
目
か
ら
二

期
目
へ
と
重
任
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
こ
の
時
期
の
頼
義
に
「
前
守
」
な
ど

と
い
う
表
現
が
三
例
も
残
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
ま
た
、
頼
義
の
一
期
目

の
任
期
が
臨
時
的
に
延
長
さ
れ
て
六
年
に
な
る
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
同
時
代
史
料
に
か
す
か
な
が
ら
で
も
「
前
守
」
の
表
現
の
出
る

こ
と
が
説
明
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
文
献
学
的
に
考
え
て
も
、「
前
守
」

と
あ
っ
た
史
料
か
ら
「
前
」
が
取
れ
て
「
守
」
に
な
る
過
程
は
想
定
し
え

た
と
し
て
も
、「
守
」
に
何
の
理
由
も
な
く
「
前
」
が
付
さ
れ
て
「
前
守
」

に
な
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
高
階
経
重
も
藤
原
良
綱
も
、
本
来
は
、
源
頼

義
の
一
期
目
と
二
期
目
の
は
ざ
ま
に
陸
奥
守
の
後
任
と
し
て
指
名
さ
れ
た

人
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
厳
密
に
想
定
す
る
と
、
天
喜
三
年

（
一
〇
五
五
）
の
暮
れ
に
頼
義
の
一
期
目
の
任
期
が
終
了
し
、
後
任
の
高

階
経
重
が
翌
四
年
の
正
月
除
目
で
叙
任
さ
れ
、
陸
奥
国
に
い
っ
た
ん
下
っ

た
も
の
の
（
こ
こ
は
『
扶
桑
略
記
』『
陸
奥
話
記
』
の
表
現
に
よ
る
想
定
）、

何
ら
か
の
不
都
合
に
よ
っ
て
都
に
戻
っ
て
辞
任
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
そ
の
不
都
合
と
は
、
源
頼
義
と
安
倍
頼
時
の
合
戦
で
あ
る
。
別
稿
で
詳

述
）。
経
重
の
辞
任
に
よ
っ
て
後
任
選
び
は
難
渋
し
、
約
一
年
間
は
陸
奥

守
の
空
白
期
間
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、『
百
練
抄
』
天
喜
四
年

（
一
〇
五
六
）
十
二
月
二
十
九
日
条
に
あ
る
よ
う
に
藤
原
良
綱
を
陸
奥
守

に
任
命
し
た
も
の
の
そ
れ
も
辞
退
さ
れ
た
た
め
、
良
綱
を
兵
部
大
輔
に
遷

任
し
、
結
局
、
陸
奥
守
は
源
頼
義
を
「
更
任
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
一
年
間
に
、
高
階
経
重
、
藤
原
良
綱
の
二
名
の
辞
退
者
が
出
た
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と
い
う
推
定
で
あ
る
。

藤
原
良
綱
に
つ
い
て
は
『
百
練
抄
』
と
い
う
史
料
的
裏
付
け
が
存
在
す

る
の
だ
が
、
高
階
経
重
に
つ
い
て
は
、
前
任
の
陸
奥
守
（
一
期
目
の
頼
義
）

の
任
期
が
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
末
に
終
了
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
こ

と
と
、『
今
昔
』
前
九
年
話
の
経
重
辞
任
の
位
置
を
合
わ
せ
て
得
ら
れ
た

推
定
で
あ
る
。
高
階
経
重
が
そ
の
時
期
に
陸
奥
守
に
任
じ
ら
れ
る
に
ふ
さ

わ
し
い
状
況
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
裏
付
け
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

五　

高
階
経
重
の
経
歴
・
出
生
年
の
復
元

１　

高
階
経
重
の
経
歴

　

前
節
の
結
論
を
補
強
す
る
た
め
に
は
、
高
階
経
重
の
経
歴
や
年
齢
を
復

元
す
る
必
要
が
あ
る
。
高
階
経
重
は
、『
陸
奥
話
記
』
に
出
て
く
る
以
外

に
、
史
資
料
に
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
高

階
明
順
の
子
で
、「
大
和
守
従
四
（
位
）
下
」「
新
古
今
作
者
」
と
あ
る
。

「
大
和
守
」
以
外
に
、
歴
任
官
職
の
記
載
は
な
い
。
兄
に
「
筑
前
守
正
五

位
下
」
の
成
順
が
い
る
。「
正
五
位
下
」
の
兄
よ
り
も
「
従
四
位
下
」
の

経
重
の
ほ
う
が
出
世
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
兄
に
は
法
名
「
乗
蓮
」

の
記
載
も
あ
る
こ
と
か
ら
早
世
（
あ
る
い
は
病
弱
の
た
め
の
出
家
）
し
た

た
め
に
極
位
が
低
い
の
だ
ろ
う
。
父
明
順
は
「
正
四
位
下
」、
伯
父
助
順

も
「
正
四
位
下
」、
同
じ
く
伯
父
信
順
は
「
従
四
位
上
」
な
の
で
、
順
当

に
行
け
ば
四
位
に
ま
で
昇
り
う
る
家
柄
だ
っ
た
よ
う
だ
。『
国
司
補
任
』

に
よ
っ
て
も
、『
扶
桑
略
記
』
や『
陸
奥
話
記
』
に
記
載
の「
陸
奥
守
」（
康

平
五
年
）、『
尊
卑
分
脈
』
に
記
載
の
「
大
和
守
」（
時
期
不
明
、
後
述
）

の
記
載
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
、
若
い
こ
ろ
「
陸
奥
の
介
」

と
し
て
赴
任
し
た
こ
と
が
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
（
後

述
）。
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
の
任
陸
奥
守
は
、
そ
の
経
験
を
買
わ
れ

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
。
ほ
か
に
、
経
忠
と
い
う
子
を

他
家
に
養
子
に
出
し
た
時
に
遠
江
守
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る

（
後
述
）。
こ
の
よ
う
に
経
重
は
、
陸
奥
介
、
遠
江
守
、
陸
奥
守
（
辞
退
）、

大
和
守
を
歴
任
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
判
明
す
る
。

２　

高
階
経
重
の
推
定
出
生
年

　

高
階
経
重
は
、
経
歴
が
ほ
と
ん
ど
不
明
な
が
ら
、
そ
の
年
齢
は
あ
る
程

度
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
経
重
の
祖
父
成
忠
は
、『
尊
卑
分
脈
』
に

よ
れ
ば
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
に
七
十
三
歳
（
異
本
で
は
七
十
二
歳
）
で

没
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
生
年
は
延
長
三
年
（
九
二
五
）
と
な
る
。
世
代

間
隔（
１
）を

二
十
五
～
三
十
五
年
と
す
れ
ば
経
重
の
父
明
順
は
、
九
五
〇
～
九

六
〇
年
ご
ろ
の
生
ま
れ
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
二
十
五
～
三
十
五
年

の
間
隔
を
と
る
と
、
経
重
の
生
年
は
九
七
五
～
九
九
五
年
ご
ろ
と
な
る
。



國學院雜誌  第 117 巻第 2 号（2016年） — 10 —

そ
の
真
ん
中
を
採
る
と
、
九
八
五
年
前
後
の
生
ま
れ
と
推
定
す
る
こ
と
に

な
る
（
結
果
的
に
こ
れ
は
世
代
間
隔
を
三
〇
年
で
計
算
し
た
こ
と
に
な

る
）。
成
忠
の
次
男
が
明
順
、
明
順
の
次
男
が
経
重
で
あ
る
こ
と
を
勘
案

す
る
と
、
若
干
時
代
を
下
げ
て
九
九
〇
年
前
後
の
ほ
う
が
蓋
然
性
は
高
く

な
る
。

（
１
）	

じ
つ
は
、
成
稿
の
作
業
過
程
に
お
い
て
、
世
代
間
隔
を
二
〇
～
三
〇
年
で

計
算
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
（
平
均
二
五
年
）。
そ
う
す
る
と
、
高
階

経
重
の
息
女
が
結
婚
し
て
六
歳
で
藤
原
行
実
を
出
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
不
都
合
な
と
こ
ろ
が
出
て
き
た
。
よ
っ
て
、
世
代
間
隔
を
二
五

～
三
五
年
と
修
正
す
る
こ
と
に
し
た
。
世
代
間
隔
は
時
代
に
よ
っ
て
も
家

柄
に
よ
っ
て
も
傾
向
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
、
一
律
に
考
え
る
こ
と
が
難

し
い
も
の
の
、
こ
の
時
期
の
こ
の
階
層
の
人
々
は
、
お
お
む
ね
三
〇
歳
前

後
を
平
均
的
な
世
代
間
隔
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
次
項
の

藤
原
範
永
の
先
祖
は
生
没
年
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
清
経
（
八

四
五
～
九
一
五
年
）
と
元
名
（
八
八
三
～
九
六
四
年
）
父
子
の
間
隔
は
三

八
年
、
そ
の
元
名
と
文
範
（
九
〇
九
～
九
九
〇
年
）
父
子
の
間
隔
は
二
六

年
で
あ
る
。
平
均
す
る
と
、
三
二
年
と
な
る
。
長
子
、
次
子
が
女
子
で
あ

れ
ば
系
図
に
残
り
に
く
い
だ
ろ
う
し
、
実
際
に
は
生
ま
れ
た
子
が
い
た
と

し
て
も
夭
折
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
三
〇
年
前
後
を
、
こ
の
時
代
の

こ
の
階
層
の
世
代
間
隔
の
平
均
と
考
え
て
よ
い
よ
う
だ
。

　

経
重
が
若
い
こ
ろ
「
陸
奥
の
介
」
と
し
て
任
地
に
赴
く
際
、「
範
永
朝

臣
」
と
和
歌
の
贈
答
を
し
て
い
る
（『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
九
「
離
別
歌
」

八
六
八
番
・
八
六
七
番
）。
経
重
が
都
に
残
る
範
永
に
、

行
く
末
に
阿
武
隈
川
の
な
か
り
せ
ば
い
か
に
か
せ
ま
し
け
ふ
の
別
れ

を

な
ど
と
再
会
を
期
待
す
る
趣
旨
の
歌
を
贈
る
と
、
範
永
は
、

君
に
又
阿
武
隈
川
を
ま
つ
べ
き
に
残
り
す
く
な
き
わ
れ
ぞ
か
な
し
き

と
心
を
共
に
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
慰
め
た
。
同
世
代
の
友
人
で
あ
ろ

う
。「
残
り
少
な
き
」
の
表
現
か
ら
範
永
の
年
齢
が
上
で
は
な
い
か
と
疑

え
そ
う
だ
が
、
同
志
的
な
心
の
通
わ
せ
方
か
ら
み
て
、
ほ
ぼ
同
世
代
と

言
っ
て
よ
い
範
囲
内
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
後
述
の
範
永
の
推
定
年
齢
か
ら

も
）。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
脚
注
も
、「
地
方
官
の
任
期
は
四
年
な
の

だ
が
…
」
と
範
永
の
反
応
が
大
げ
さ
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
超
現
実

的
で
観
念
的
な
表
現
指
向
に
支
え
ら
れ
た
歌
（
幽
玄
に
つ
な
が
る
）
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
贈
答
が
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
採
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
表
現
を
真
に
受
け
て
、
二
人
の
年
齢
を
老
境
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
２
）。
そ
れ
に
、
経
重
の
職
歴
か
ら
考
え
て
も
、「
陸

奥
の
介
」
で
あ
っ
た
の
は
三
十
代
以
前
で
あ
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

（
２
）	

範
永
に
つ
い
て
は
千
葉
義
孝
（
一
九
七
〇
）
に
詳
細
な
考
証
が
あ
る
。
次

項
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
そ
の
出
生
年
の
想
定
な
ど
に
異
論
は
な
い
。
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し
か
し
右
の
歌
に
つ
い
て
、
信
頼
性
の
危
う
い
『
扶
桑
略
記
』
や
そ
れ
に

依
拠
し
た
ら
し
き
勘
物
を
根
拠
に
し
て
康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
の
こ
と

と
定
め
た
の
は
残
念
で
あ
る
。「
陸
奥
の
介
」
と
い
う
表
現
を
無
視
し
て
、

陸
奥
守
と
し
て
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
も
問
題
が
あ
る
。
こ
の
歌

の
贈
答
は
、
気
心
の
知
れ
た
友
人
同
士
の
遊
び
感
覚
の
所
産
で
は
あ
る
ま

い
か
。

３　

藤
原
範
永
の
推
定
出
生
年
と
の
整
合
性

藤
原
範
永
の
年
齢
も
お
お
よ
そ
推
定
で
き
る
。
範
永
の
曾
祖
父
文
範
は

『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
に
八
十
八
歳
で
没
し
て

い
る
の
で
、
そ
の
生
年
は
延
喜
九
年
（
九
〇
九
）
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
世

代
間
隔
を
二
五
～
三
五
年
と
す
る
と
文
範
の
子
為
雅
は
九
三
四
～
九
四
四

年
ご
ろ
生
ま
れ
、
さ
ら
に
為
雅
の
子
中
清
は
九
五
九
～
九
七
九
ご
ろ
生
ま

れ
、
そ
し
て
範
永
は
九
八
四
～
一
〇
〇
四
年
ご
ろ
の
生
ま
れ
と
な
る
。
そ

の
真
ん
中
を
採
る
と
、
範
永
は
九
九
四
年
前
後
の
生
ま
れ
と
推
定
す
る
こ

と
に
な
る
（
こ
れ
も
世
代
間
隔
を
三
〇
年
で
計
算
し
た
こ
と
に
な
る
）。

こ
の
よ
う
な
粗
い
推
定
と
違
っ
て
、
千
葉
義
孝
（
一
九
七
〇
）
は
範
永
の

系
譜
を
極
め
て
詳
細
に
復
元
し
て
、
そ
の
結
論
と
し
て
範
永
の
生
年
を
正

暦
四
年
（
九
九
三
）
ご
ろ
と
推
定
し
て
い
る
。
世
代
間
隔
を
用
い
た
推
定

と
、
結
果
的
に
一
年
し
か
違
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
先
に
経
重
を
九
九
〇

年
前
後
の
生
ま
れ
と
推
定
し
た
が
、
二
人
は
ほ
と
ん
ど
同
年
齢
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

ま
た
、
範
永
の
母
は
山
井
三
位
の
号
で
知
ら
れ
た
藤
原
永
頼
の
娘
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
永
頼
の
生
年
は
延
喜
二
十
二
年
（
九
二
二
）

で
、
千
葉
は
こ
の
女
性
の
出
生
年
を
応
和
二
年
（
九
六
二
）
ご
ろ
と
推
定

し
て
い
る
。
範
永
の
出
生
年
を
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
ご
ろ
と
す
る
千
葉

の
推
定
に
従
え
ば
、
こ
の
女
性
が
二
十
九
歳
の
時
に
範
永
を
産
ん
だ
こ
と

に
な
る
が
、
そ
こ
に
も
矛
盾
や
不
整
合
は
認
め
ら
れ
な
い
。
間
接
的
に
で

は
あ
る
が
、
こ
の
永
頼
女
―
（
親
子
関
係
）
―
範
永
―
（
友
人
関
係
）
―

高
階
経
重
の
構
図
は
整
合
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

４　

藤
原
行
実
お
よ
び
そ
の
母
の
推
定
出
生
年
と
の
整
合
性

ほ
か
に
、
藤
原
行
実
の
存
在
か
ら
経
重
の
年
齢
に
迫
る
方
法
も
あ
る
。

『
中
右
記
』
承
徳
二
年
（
一
〇
九
八
）
八
月
二
十
七
日
条
や
『
本
朝
世
紀
』

康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
八
月
十
四
日
条
な
ど
に
よ
れ
ば
、
行
実
は
永
保

四
年
（
一
〇
八
四
）
に
白
河
帝
の
蔵
人
と
な
り
、
翌
年
右
衛
門
権
少
尉
に

任
ぜ
ら
れ
、
寛
治
二
年
（
一
〇
八
八
）、
従
五
位
下
淡
路
守
に
進
ん
で
い

る
。
応
徳
二
年
（
一
〇
八
七
）
に
白
河
院
の
院
判
官
代
、
寛
治
四
年
（
一

〇
九
〇
）
に
従
五
位
上
、
つ
い
で
正
五
位
下
と
上
り
、
寛
治
五
年
（
一
〇

九
一
）、
甲
斐
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
に
従
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四
位
下
、
嘉
保
三
年
（
一
〇
九
六
）
に
従
四
位
上
、
康
和
二
年
（
一
一
〇

〇
）
に
正
四
位
下
に
進
ん
だ
。
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
の
正
月
除
目
で
、

尊
勝
寺
の
造
宮
費
寄
進
の
功
に
よ
り
武
蔵
守
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
半

年
後
の
八
月
十
三
日
に
死
去
し
て
い
る
。

『
本
朝
世
紀
』
同
日
条
の
「
母
従
四
位
上
大
和
守
高
階
経
重
朝
臣
女
」

や
『
尊
卑
分
脈
』
の
行
実
の
傍
注
に
「
母
大
和
守
高
階
経
重
女
」
と
あ
る

点
が
推
計
の
起
点
と
な
る
。
行
実
の
母
方
の
祖
父
が
、
経
重
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
一
般
に
、
判
明
し
て
い
る
人
物
の
生
没
年
を
も
と
に
し
て
不
明

の
人
物
の
生
没
年
を
推
定
す
る
方
法
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
子
を
儲
け
た
女
性
が
入
る
と
出
産
適
齢
期
の
問
題
が
絡

む
の
で
、
よ
り
有
効
に
推
定
年
齢
や
推
定
生
没
年
を
絞
る
こ
と
が
で
き

る
。行

実
の
年
齢
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
そ
の
祖
父
邦
恒
は
治
暦
三
年

（
一
〇
六
七
）
に
八
十
二
歳
で
卒
し
て
い
る
の
で
（『
尊
卑
分
脈
』）、
寛
和

二
年
（
九
八
六
）
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
る
と
そ
の
子
・
行

房
は
一
〇
一
一
～
一
〇
二
一
年
ご
ろ
の
生
ま
れ
と
推
定
す
る
こ
と
に
な

り
、
さ
ら
に
そ
の
下
の
行
実
は
一
〇
三
六
～
一
〇
五
六
年
ご
ろ
の
生
ま
れ

と
推
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
行
実
が
武
蔵
守
に
任
じ
ら
れ
、
半
年
後
に
急

逝
し
た
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
に
は
四
十
八
歳
～
六
十
八
歳
あ
た
り
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
無
理
の
な
い
推
定
だ
ろ
う
。

か
り
に
、
行
実
を
生
ん
だ
「
高
階
経
重
女
」
を
夫
行
房
よ
り
五
歳
下
と

措
定
す
る
と
一
〇
一
六
～
一
〇
二
六
年
ご
ろ
の
生
ま
れ
と
な
る
。
そ
の
下

限
で
あ
る
一
〇
二
六
年
生
ま
れ
と
し
て
、
そ
の
女
性
が
一
〇
三
六
年
（
行

実
の
推
定
出
生
年
の
上
限
）、
す
な
わ
ち
数
え
年
十
一
歳
で
出
産
す
る
こ

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
経
重
の
息
女
の
推
定
生
年
の
幅

は
も
う
少
し
上
げ
て
、
一
〇
一
一
～
一
〇
二
一
年
の
生
ま
れ
と
考
え
た
ほ

う
が
よ
い
。
す
る
と
二
十
五
～
三
十
五
歳
で
行
実
を
産
ん
だ
こ
と
に
な

り
、
無
理
の
な
い
推
定
と
な
る
（
経
重
息
女
の
生
年
下
限
は
一
〇
二
一
年

で
、
行
実
の
生
年
上
限
は
一
〇
三
六
年
な
の
で
十
五
歳
で
の
出
産
を
想
定

す
る
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
息
女
の
生
年
が
下
れ
ば
行
実
の
生
年
も

下
る
と
い
う
連
動
性
の
推
定
で
あ
る
）。
経
重
息
女
の
年
齢
に
つ
い
て
の

こ
の
よ
う
な
微
調
整
に
よ
り
、
結
果
的
に
彼
女
は
夫
行
房
と
ほ
ぼ
同
年
齢

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
邦
恒
―
行
房
―
行
実
の
系
譜
か
ら
（
つ
ま
り
経
重
の
生

年
を
こ
こ
に
関
わ
ら
せ
な
い
で
）、
経
重
息
女
の
生
年
を
一
〇
一
一
～
一

〇
二
一
年
と
推
定
し
た
。
こ
の
女
性
は
、
九
九
〇
年
ご
ろ
生
ま
れ
の
経
重

に
と
っ
て
、
二
十
一
歳
～
三
十
一
歳
ご
ろ
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ

の
両
者
の
推
定
が
結
果
的
に
矛
盾
な
く
符
合
す
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ

る
。
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５　

藤
原
経
忠
の
養
子
問
題
と
の
整
合
性

経
重
に
は
、
も
う
一
人
、
子
が
い
る
。
経
忠
で
あ
る
。『
尊
卑
分
脈
』

の
藤
原
経
忠
に
「
実
は
遠
江
守
高
階
経
重
三
男

0

0

。
経
任
卿
、
初
日
よ
り
子

と
成
し
、
姓
を
改
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
生
ま
れ
て
す
ぐ
藤
原
経
任
の
養

子
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
経
任
は
治
暦
二
年
（
一
〇
六
六
）
に
六
十
七
歳
で

没
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（『
公
卿
補
任
』）、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
の

生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
尊
卑
分
脈
』
で
も
養
子
経
忠
以
外
に

子
は
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
経
任
が
壮
年
を
過
ぎ
て
か
ら
子
の
な
い
こ
と

を
憂
い
て
、
経
忠
が
生
ま
れ
た
ら
す
ぐ
養
子
に
す
る
約
束
を
高
階
経
重
か

ら
取
り
付
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
一
件
が
一
〇
三
〇
年
ご
ろ
だ
と
早

す
ぎ
る
。
経
任
自
身
が
ま
だ
三
十
歳
ほ
ど
な
の
で
、
自
ら
の
子
を
儲
け
る

可
能
性
は
諦
め
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
逆
に
、
余
生
少
な
く
な
っ
て
一

〇
六
〇
年
ご
ろ
と
も
考
え
に
く
い
。
成
長
し
き
っ
た
子
を
引
き
取
っ
た
の

で
は
な
く
、
生
ま
れ
て
す
ぐ
の
子
を
引
き
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
子
の
生
い
先
を
あ
る
程
度
見
届
け
る
つ
も
り
で
受
け
入
れ
た
の
だ
ろ

う
。
ま
た
、
経
重
の
生
年
を
九
九
〇
年
ご
ろ
と
推
定
し
た
の
で
、
養
子
の

一
件
が
一
〇
五
〇
年
代
に
入
っ
て
し
ま
う
と
、
経
重
は
六
〇
歳
代
で
子
を

儲
け
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
も
考
え
に
く
い
。
い
ち
ば
ん
整
合
性
の
取
れ

そ
う
な
の
は
、
一
〇
三
五
年
ご
ろ
で
あ
る
。
経
任
は
三
十
五
歳
に
な
っ
て

自
ら
の
子
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
諦
め
か
け
て
い
た
時
期
に
当
た
り
、
経
重

は
四
十
五
歳
前
後
で
ま
だ
子
を
儲
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
時
期
だ
か
ら

で
あ
る
（
経
重
の
生
年
を
九
九
〇
年
前
後
と
推
定
し
た
が
、
た
と
え
ば
九

九
五
年
だ
と
す
る
と
四
十
歳
で
経
忠
を
設
け
た
こ
と
に
な
り
、
蓋
然
性
は

も
っ
と
高
ま
る
）。
常
識
的
に
考
え
て
、
自
ら
の
初
め
て
の
子
を
養
子
に

出
す
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
何
人
も
の
子
に
恵
ま
れ
て
、
一
家
の
存
続
が

安
定
的
に
な
っ
て
き
て
、
末
子
を
養
子
に
出
す
環
境
が
整
う
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、「
三
男
」
で
あ
る
経
忠
が
養
子
に
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の

こ
と
は
ま
た
、
経
忠
以
降
に
子
が
ど
ん
ど
ん
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
（
十
人
ほ
ど
の
子
供
の
真
ん
中
あ
た
り
な

の
で
は
な
く
、
末
子
あ
た
り
な
の
だ
ろ
う
と
）。
高
階
経
重
に
と
っ
て
、

最
後
の
ほ
う
の
子
供
が
経
忠
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
先
に
検
討
し
た
経
重

の
娘
（
武
蔵
守
行
実
の
母
）
の
生
年
が
一
〇
二
一
～
一
〇
三
一
年
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
女
性
が
高
階
経
重
の
長
子
で
あ
っ
て
経
忠
が
末
子
だ
と

仮
定
す
る
と
一
〇
二
一
年
～
三
五
年
前
後
の
約
五
年
～
一
五
年
間
が
、
経

重
が
子
を
儲
け
た
期
間
の
候
補
と
な
る
。
こ
れ
も
、
無
理
の
な
い
推
定
だ

ろ
う
。

６　

高
階
経
重
の
推
定
出
生
年
か
ら
み
た
任
陸
奥
守
の
時
期

以
上
の
よ
う
に
、
経
重
自
身
の
系
譜
か
ら
、
友
人
範
永
の
系
譜
か
ら
、

孫
行
実
の
系
譜
か
ら
、
子
経
忠
の
養
子
化
の
時
期
か
ら
と
そ
れ
ぞ
れ
に
推
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定
し
て
み
て
も
、
結
論
は
、
ず
れ
な
い
。
周
囲
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
の
整
合
性
で
固
め
た
結
論
と
し
て
、
高
階
経
重
の
生
年
は
、
九
九
〇
年

前
後
（
幅
を
見
て
九
八
五
年
～
九
九
五
年
）
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
か
ら
が
問
題
で
あ
る
。
九
九
〇
年
ご
ろ
生
ま
れ
の
高
階
経
重
が
陸

奥
守
に
任
じ
ら
れ
る
年
齢
と
し
て
、
康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
春
だ
と
七

十
二
歳
（
若
く
み
て
六
十
七
歳
）
の
高
齢
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
く
ら
陸

奥
介
の
経
験
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
遠
隔
地
で
あ
る
陸
奥
国
に
六
十

七
歳
～
七
十
七
歳
の
経
重
を
送
り
出
す
こ
と
を
想
定
す
る
の
は
、
無
理
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
、
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
春
だ

と
経
重
は
六
十
六
歳
前
後
と
な
り
、
違
和
感
は
い
く
ぶ
ん
軽
減
さ
れ
る

（
そ
れ
で
も
高
齢
だ
が
）。
叙
任
す
る
側
は
そ
の
年
齢
で
も
良
し
と
考
え
て

任
命
し
た
も
の
の
、
そ
れ
を
受
け
止
め
た
側
の
経
重
は
陸
奥
国
に
い
っ
た

ん
下
向
し
混
乱
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
辞
退
す
る
こ
と
に
し
た
と
い

う
想
定
で
あ
る
。

経
重
の
任
陸
奥
守
は
、
そ
の
時
期
が
上
が
る
ほ
ど
可
能
性
は
高
く
な

り
、
下
が
る
ほ
ど
低
く
な
る
。
こ
の
点
が
重
要
で
あ
る
。
次
節
の
任
大
和

守
と
の
関
係
で
、
そ
の
こ
と
が
決
定
的
と
な
る
。

六　

高
階
経
重
の
任
大
和
守
と
の
関
係

　

高
階
経
重
の
極
位
極
官
は
、
従
四
位
下
大
和
守
で
あ
る
。『
本
朝
世
紀
』

康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
八
月
十
四
日
条
の
行
実
死
去
の
記
事
（
先
述
）

に
「
母
従
四
位
上
大
和
守
高
階
経
重
朝
臣
」
と
あ
っ
た
り
、『
尊
卑
分
脈
』

の
経
重
の
傍
注
に
「
大
和
守
従
四
下
」
と
あ
っ
た
り
す
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
彼
が
陸
奥
守
に
任
じ
ら
れ
て
そ
れ
を
辞
退
し
た
一
件
は
、
彼
の
任
大

和
守
よ
り
前
の
こ
と
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
経
重
が
大
和
守

で
あ
っ
た
時
期
は
、
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
『
国
司
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
十
一
世
紀
の
大
和
守
は
そ
の
多
く
が
判
明

し
て
い
る
。
一
〇
二
〇
年
代
以
降
の
大
和
守
を
列
挙
す
る
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
（
依
拠
史
料
は
『
小
右
記
』『
左
経
記
』『
範
国
記
』
な
ど
。
任
期

の
推
定
に
あ
た
っ
て
は
、
病
気
等
に
よ
る
途
中
交
替
も
あ
り
う
る
が
四
年

任
期
の
原
則
が
あ
る
こ
と
と
、
正
月
か
八
月
に
定
例
の
除
目
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
勘
案
し
た
）。

十
一
世
紀
前
半
～
中
葉
の
大
和
守

・	

源　

政
職　

一
〇
二
一
～
一
〇
二
四
年

（
一
〇
二
一
年
と
一
〇
二
四
年
に
「
見
」。
四
年
任
期
に
よ
っ

て
推
定
。）
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・
藤
原
保
昌　

一
〇
二
五
～
一
〇
二
八
年

（
一
〇
二
五
年
の
「
任
」
と
一
〇
二
八
年
の
「
見
」
か
ら
推

定
。）

・	

源　

頼
親　

一
〇
二
九
～
一
〇
三
二
年

（
一
〇
二
九
年
、
一
〇
三
一
年
、
一
〇
三
二
年
十
一
月
ま
で

「
見
」。
前
任
の
保
昌
が
最
終
年
十
月
で
も
「
見
」
な
の
で
頼

親
の
任
は
翌
年
の
正
月
除
目
と
み
る
。）

・
不
明
期
間　

一
〇
三
三
～
一
〇
三
五
年
…
Ａ

・	

藤
原
義
忠　

一
〇
三
六
～
一
〇
四
一
年

（
一
〇
三
六
年
の
「
任
」
は
明
示
。
一
〇
四
一
年
二
月
ま
で

「
見
」
で
十
月
か
十
一
月
に
死
去
。）

・
不
明
期
間　

一
〇
四
二
～
一
〇
四
五
年
…
Ｂ

・	

源　

頼
親　

一
〇
四
六
～
一
〇
五
〇
年

（
一
〇
四
六
年
、
一
〇
四
七
年
、
一
〇
四
八
年
、
一
〇
四
九

年
に
「
見
」、
一
〇
五
〇
年
正
月
に
流
罪
。）

・	

藤
原　

某　

一
〇
五
〇
～
一
〇
五
四
年

（
名
欠
で
「
藤
原
」
が
一
〇
五
〇
年
、
一
〇
五
四
年
十
一
月

二
十
三
日
ま
で
「
見
」。「
藤
原
」
で
あ
っ
て
少
な
く
と
も
高

階
が
排
除
さ
れ
る
点
が
重
要
。）

・
不
明
期
間　

一
〇
五
五
～
一
〇
五
八
年
…
Ｃ

（
前
任
の
藤
原
某
が
一
〇
五
四
年
十
一
月
ま
で
「
見
」
で
あ

る
か
ら
そ
の
後
任
は
翌
年
の
正
月
除
目
。）

・	

藤
原
範
国　

一
〇
五
九
～
一
〇
六
二
年

（
一
〇
五
九
年
三
月
に
名
欠
の
「
藤
原
」
が
「
見
」、
一
〇
六

〇
年
十
一
月
ま
で
範
国
の
名
で
「
見
」、
任
期
四
年
と
み
て

前
後
の
関
係
か
ら
推
定
。）

・	

藤
原
成
資　

一
〇
六
三
～
一
〇
六
五
年

（
一
〇
六
六
年
正
月
に
「
前
守
」
と
し
て
「
見
」
ゆ
え
、
一

〇
六
五
年
の
末
ま
で
。
三
年
間
だ
が
中
途
の
辞
任
か
。）

・
不
明
期
間　

一
〇
六
六
～
一
〇
七
一
年
…
Ｄ

・	

源　

兼
行　

一
〇
七
二
～
一
〇
七
四
年

（
一
〇
七
二
年
七
月
の
「
任
」。
定
例
の
除
目
よ
り
早
い
時
期

な
の
で
前
任
者
が
途
中
で
辞
任
か
。
不
明
期
間
が
五
年
間
あ

り
、
Ｄ
の
期
間
に
二
人
の
国
守
が
い
た
か
。）

　

こ
の
よ
う
に
歴
代
の
大
和
守
と
そ
の
在
任
期
間
を
推
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
不
明
期
間
Ａ
～
Ｄ
の
四
か
所
の
ど
こ
か
に
、
高
階
経
重
の
大
和
守

在
任
が
入
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
う
ち
、
Ｄ
は
ま
ず
考
え
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
経
重
の
出
生
を

九
九
〇
年
前
後
と
推
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
経
重
が
一
〇
六
六
年
に

大
和
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
七
十
六
歳
前
後
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

同
じ
よ
う
に
任
じ
ら
れ
た
時
の
推
定
年
齢
を
当
て
は
め
る
と
、
Ａ
は
四

十
三
歳
前
後
、
Ｂ
は
五
十
二
歳
前
後
、
Ｃ
は
六
十
五
歳
前
後
と
な
る
。
権

門
の
家
柄
で
も
な
い
受
領
ク
ラ
ス
の
役
人
が
生
涯
を
か
け
て
這
い
あ
が
っ

た
極
官
が
大
和
守
な
の
で
あ
る
か
ら
、
四
十
三
歳
の
Ａ
は
若
す
ぎ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
よ
り
前
の
時
期
（
二
十
代
）
に
遠
江
守
や
陸
奥
守
（
た
と
え
辞

退
し
た
に
し
て
も
）
の
期
間
が
入
る
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
だ
。
残
る

は
、
Ｂ
か
Ｃ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

陸
奥
国
は
遠
国
で
大
国
、
大
和
国
は
畿
内
で
大
国
で
あ
る
。
同
じ
大
国

だ
が
、
た
と
え
ば
畿
内
で
上
国
の
摂
津
国
、
近
国
で
大
国
の
近
江
国
・
伊

勢
国
、
近
国
で
上
国
の
紀
伊
国
な
ど
と
比
べ
る
と
陸
奥
守
は
見
劣
り
が

し
、
彼
の
経
歴
の
中
で
の
任
陸
奥
守
と
任
大
和
守
と
で
は
雲
泥
の
差
が
あ

る
と
い
え
る
。
壮
年
期
に
早
世
（
出
家
）
し
た
ら
し
き
兄
成
順
が
正
五
位

下
で
筑
前
守
（
遠
国
で
上
国
）
ど
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、

弟
経
重
が
五
十
二
歳
で
大
和
守
に
任
じ
ら
れ
た
と
想
定
す
る
と
、
こ
れ
も

や
や
若
す
ぎ
る
。

こ
の
よ
う
に
突
き
詰
め
る
と
、
経
重
が
従
四
位
下
大
和
守
に
叙
任
さ
れ

た
時
期
は
、
Ｃ
の
可
能
性
が
も
っ
と
も
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
Ｃ
の

前
後
の
大
和
守
は
「
任
」
や
「
停
」
の
記
録
が
な
く
、
い
ず
れ
も
「
見
」

ば
か
り
で
あ
る
。
ゆ
え
に
多
少
の
誤
差
が
生
じ
る
わ
け
だ
が
（
病
気
に
伴

う
前
任
者
の
辞
任
な
ど
）、
経
重
が
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
春
に
陸
奥

守
を
辞
退
し
て
そ
の
代
わ
り
に
大
和
守
に
任
命
さ
れ
た
と
す
る
と
、
Ｃ
の

時
期
は
ち
ょ
う
ど
そ
こ
に
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。

重
要
な
の
は
、
経
重
が
大
和
守
に
任
じ
ら
れ
た
時
期
と
し
て
、
藤
原
範

国
（
一
〇
五
九
～
一
〇
六
二
年
）
や
藤
原
成
資
（
一
〇
六
二
～
一
〇
六
五

年
）
の
在
任
期
間
が
除
外
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
に

よ
っ
て
経
重
が
極
官
で
あ
る
大
和
守
の
職
を
得
た
の
が
一
〇
五
八
年
以
前

で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
、
そ
れ
よ
り
前
の
時
期
に
任
陸
奥
守
と
そ
の
辞
退

の
一
件
が
あ
っ
た
こ
と
も
同
時
に
定
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、『
陸

奥
話
記
』
や
『
扶
桑
略
記
』
で
は
な
く
『
今
昔
』
前
九
年
話
の
時
期
と
符

合
す
る
こ
と
に
な
る
。『
陸
奥
話
記
』
が
経
重
任
陸
奥
守
の
時
期
を
操
作

し
た
こ
と
は
、
決
定
的
で
あ
る
。

七　

高
階
経
重
の
任
遠
江
守
と
の
関
係

　

高
階
経
重
自
身
の
経
歴
で
は
陸
奥
守
・
大
和
守
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
し

か
わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、『
尊
卑
分
脈
』
の
藤
原
経
忠
に
「
実
ハ
遠
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江
守
高
階
経
重
三
男
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遠
江
守
で
あ
っ
た
時
期

が
存
在
す
る
こ
と
も
わ
か
る
。
し
か
も
、
大
和
守
が
経
重
の
極
官
で
あ
る

こ
と
は
動
か
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
陸
奥
守
や
遠
江
守
で
あ
っ

た
時
期
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
陸
奥
国
は
遠
国
で
大
国
だ
が

（
前
節
）、
遠
江
国
は
中
国
の
上
国
で
あ
る
。
距
離
で
は
遠
江
国
、
格
で
は

陸
奥
国
の
ほ
う
が
上
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
長
一
短
あ
っ
て
、
ど
ち
ら

に
任
じ
ら
れ
た
の
が
先
か
は
こ
れ
だ
け
で
は
決
め
が
た
い
。

　

こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、『
尊
卑
分
脈
』
の
傍
注
「
実
は
遠
江
守

高
階
経
重
三
男
」
と
い
う
書
き
方
で
あ
る
。
通
常
は
極
官
極
位
を
記
す
は

ず
な
の
に
（
ゆ
え
に
一
方
で
は
経
重
に
は
「
大
和
守
」
と
記
す
）、
こ
こ

で
は
遠
江
守
と
記
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
経
忠
が
経
任

の
養
子
に
入
っ
た
時
の
実
父
経
重
の
官
職
を
記
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い

だ
ろ
う
。
第
五
節
第
五
項
で
経
忠
の
生
年
を
一
〇
三
五
年
前
後
と
推
定
し

た
が
、
そ
の
時
期
に
経
重
は
遠
江
守
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
推

定
年
齢
四
十
五
歳
前
後
で
、
下
積
み
期
間
（
た
と
え
ば
陸
奥
介
な
ど
）
が

終
わ
っ
て
受
領
と
し
て
駆
け
出
し
た
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
よ
り
前
に
陸
奥
守
（
任
期
五
年
の
大
役
）
に
任
じ
ら
れ
た
（
辞
退
し

た
と
は
い
え
）
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
経
重
の
経
歴
は
お
そ
ら
く
〈
陸

奥
介
…
→
…
遠
江
守
…
→
…
陸
奥
守
…
→
…
大
和
守
〉
で
あ
っ
た
ろ
う
と

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
国
司
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
歴
代
の
遠
江
守
は
、
次
の
よ
う
に
推
定
復

元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
一
世
紀
前
半
の
遠
江
守

・	

藤
原
兼
成　

一
〇
一
九
～
一
〇
二
二
年

（
一
〇
一
九
年
は
正
月
除
目
で
「
任
」、
そ
こ
か
ら
任
期
四
年

と
み
て
終
点
を
推
定
。）

・	

源　

安
道　

一
〇
二
三
～
一
〇
二
六
年

（
一
〇
二
三
年
七
月
に
「
見
」、
前
任
と
の
関
係
か
ら
起
点
を

推
定
。
そ
こ
か
ら
任
期
四
年
と
み
て
終
点
を
推
定
。）

・	

藤
原
永
信　

一
〇
二
七
～
一
〇
三
〇
年
？

（
一
〇
二
九
年
に
「
見
」、
前
任
と
の
関
係
か
ら
起
点
を
推
定
。

そ
こ
か
ら
任
期
四
年
と
み
て
終
点
を
推
定
。
た
だ
し
病
気
に

よ
る
早
め
の
交
替
な
ど
が
あ
り
う
る
の
で
、
こ
の
あ
た
り
誤

差
が
生
じ
る
。
一
〇
二
九
年
前
後
が
永
信
で
あ
っ
た
こ
と
だ

け
は
間
違
い
な
い
。）

・
不
明
期
間　

一
〇
三
一
～
一
〇
三
四
年
？
…
Ｅ

・
不
明
期
間　

一
〇
三
五
？
～
一
〇
三
八
年
？
…
Ｆ

（
こ
こ
ま
で
前
か
ら
順
に
推
定
し
て
き
た
が
、
次
の
菅
原
明

任
の
「
任
」
が
一
〇
四
〇
年
で
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、
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こ
こ
ま
で
の
不
明
期
間
は
お
そ
ら
く
二
人
で
は
な
く
三
人
の

遠
江
守
が
入
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。）

・	

菅
原
明
任　

一
〇
四
〇
～
一
〇
四
三
年

（
一
〇
四
〇
年
は
正
月
除
目
の
「
任
」、
そ
こ
か
ら
任
期
四
年

と
み
て
終
点
を
推
定
。）

・
不
明
期
間　

一
〇
四
四
～
一
〇
四
七
年
…
Ｇ

・
不
明
期
間　

一
〇
四
八
～
一
〇
五
一
年
…
Ｈ

・
不
明
期
間　

一
〇
五
二
～
一
〇
五
五
年
…
Ｉ

・
不
明
期
間　

一
〇
五
六
～
一
〇
五
九
年
…
Ｊ

・	

橘　

資
成　

一
〇
六
〇
～
一
〇
六
三
年

（
一
〇
六
〇
年
七
月
に
「
見
」。
起
点
も
終
点
も
あ
い
ま
い
だ

が
、
こ
の
前
後
に
資
成
が
遠
江
守
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確

実
。）

こ
の
よ
う
に
、
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｉ
・
Ｊ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
不
明
期
間
が

存
在
す
る
こ
と
は
残
念
だ
が
、
幸
い
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
が
支
障
を
き
た

さ
な
い
。
高
階
経
重
が
遠
江
守
で
あ
っ
た
時
期
は
、
彼
が
子
を
儲
け
ら
れ

る
時
期
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
Ｅ
と
Ｆ

が
そ
の
候
補
と
な
る
。
前
後
の
藤
原
永
信
期
や
菅
原
明
任
期
と
重
な
っ
て

い
な
い
の
を
確
認
で
き
た
こ
と
が
、
収
穫
で
あ
る
。
経
重
が
経
忠
を
儲
け

た
の
を
一
〇
三
五
年
前
後
と
推
定
し
た
が
、
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
Ｅ
と
Ｆ
の

真
ん
中
に
収
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
経
任
の
ほ
う
が
地
位
が

高
い
の
で
、
そ
の
口
利
き
に
よ
っ
て
経
重
の
任
遠
江
守
が
実
現
し
た
の
だ

と
す
れ
ば
、
養
子
の
約
束
も
そ
の
見
返
り
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
な
ろ

う
か
）。

高
階
経
重
の
任
遠
江
守
と
の
関
係
か
ら
み
て
も
、
彼
の
生
年
の
推
定
や

任
陸
奥
守
と
の
関
係
で
矛
盾
を
生
じ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

八　

お
わ
り
に

高
階
経
重
の
任
陸
奥
守
の
時
期
に
つ
い
て
は
、『
今
昔
』
前
九
年
話
の

ほ
う
が
史
実
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
同
時
に
、『
陸
奥
話
記
』
の
表
現
主
体
が
、
高
階
経
重
の
任
陸
奥
守

お
よ
び
そ
の
辞
退
の
一
件
を
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
春
か
ら
康
平
五
年

（
一
〇
六
二
）
春
へ
と
六
年
も
後
ろ
に
ず
ら
し
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
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た
。
物
語
全
体
の
視
界
か
ら
す
る
と
、
実
際
に
は
同
時
期
に
辞
退
者
が
二

人
連
続
し
て
い
た
の
を
物
語
内
で
二
か
所
に
引
き
離
し
た
操
作
で
あ
る
と

も
い
え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
虚
構
化
の
操
作
を
行
っ
た
意
図
に
つ

い
て
の
分
析
は
、
次
稿
に
譲
り
た
い
。

本
稿
で
問
題
に
し
た
の
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
天
喜
四
年
正

月
に
高
階
経
重
が
、
そ
し
て
翌
五
年
正
月
に
藤
原
良
綱
が
陸
奥
守
に
任
じ

ら
れ
な
が
ら
二
人
と
も
辞
退
し
た
と
い
う
点
も
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ

る
。
天
喜
四
年
の
丸
々
一
年
間
は
、
空
白
の
一
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
後
任
の
国
守
が
決
ま
る
ま
で
は
引
き
継
ぎ
の
た

め
に
前
任
者
が
滞
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
一
年
間

は
、
源
頼
義
が
「
前
陸
奥
守
」
で
あ
り
な
が
ら
陸
奥
国
府
に
滞
在
し
て
い

る
と
い
う
玉
虫
色
的
な
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
天
喜
四
年
に
何
が
起
こ
っ
て

い
た
の
か
、
そ
の
こ
と
も
別
稿
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

じ
つ
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
以
上
に
重
要
な
こ
と
が
あ
る
。
高
階
経
重
問

題
は
、
源
頼
義
の
陸
奥
守
在
任
期
間
の
問
題
、
ひ
い
て
は
前
九
年
合
戦
観

に
関
わ
る
重
大
問
題
な
の
で
あ
る
。
前
九
年
合
戦
を
、
清
原
武
則
が
参
戦

し
て
か
ら
の
二
か
月
間
で
あ
っ
た
と
す
る
認
識
が
、
一
方
に
は
存
在
し
て

い
た
〔
野
中
（
二
〇
一
五
）〕。『
扶
桑
略
記
』
所
載
『
奥
州
合
戦
記
』
の

存
在
が
、
な
に
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。
現
存
『
陸
奥
話
記
』
も
そ
の
直
接

の
影
響
下
に
あ
る
ら
し
く
、
表
現
の
密
（
観
念
的
）
な
る
後
半
部
と
疎
（
実

録
的
）
な
る
前
半
部
と
の
著
し
い
位
相
差
を
生
じ
て
い
る
。
そ
の
『
陸
奥

話
記
』
で
さ
え
、
武
則
参
戦
の
直
前
に
は
四
年
半
ほ
ど
の
空
白
期
間
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
十
二
年
間
も
安
倍
氏
と
の
戦
闘
が
続
い
て

い
た
な
ど
と
は
、
と
て
も
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
頼
義
の
こ
と

を
『
陸
奥
話
記
』
で
は
「
将
軍
」
と
称
し
、『
今
昔
』
前
九
年
話
で
は
「（
陸

奥
）
守
」
と
称
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
戦
い
は
、
頼
義
が

安
倍
氏
を
追
討
し
た
と
す
る
結
果
が
先
行
し
、
そ
れ
を
ど
う
位
置
づ
け
る

べ
き
か
の
認
識
や
評
価
が
遅
れ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

十
一
世
紀
後
半
に
ど
の
よ
う
な
勢
力
関
係
が
存
在
し
、
い
か
な
る
綱
引
き

が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
よ
う
な
時
代
相
が
読
め
な
け
れ

ば
、
史
資
料
も
物
語
も
読
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

文　

献
伊
藤
博
幸
（
一
九
九
二
）「「
六
箇
郡
之
司
」
権
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」「
岩
手
史
学

研
究
」
75
号

高
橋　

崇
（
一
九
九
一
）『
蝦
夷
の
末
裔

―
前
九
年
・
後
三
年
の
役
の
実
像
』　

東

京
：
中
央
公
論
社

千
葉
義
孝
（
一
九
七
〇
）「
藤
原
範
永
試
論

―
和
歌
六
人
党
を
め
ぐ
っ
て

―
」「
国

語
と
国
文
学
」
47
巻
8
号
／
『
後
拾
遺
時
代
歌
人
の
研
究
』（
勉
誠
社
、
一
九
九
一
）

に
再
録
。

野
中
哲
照
（
二
〇
一
四
）「『
陸
奥
話
記
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
前
九
年
話
の
先
後
関
係
」

「
鹿
児
島
国
際
大
学
大
学
院
学
術
論
集
」
第
６
集

野
中
哲
照
（
二
〇
一
五
）「
歴
史
の
簒
奪

―
〈
清
原
氏
の
物
語
〉
か
ら
〈
源
氏
の
物
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語
〉
へ

―
」『
い
く
さ
と
物
語
の
中
世
』　

東
京
：
汲
古
書
院

笠　

栄
治
（
一
九
六
六
）『
陸
奥
話
記
校
本
と
そ
の
研
究
』　

東
京
：
桜
楓
社

使
用
テ
ク
ス
ト

『
陸
奥
話
記
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
）

『
百
練
抄
』『
扶
桑
略
記
』『
帝
王
編
年
記
』『
本
朝
世
紀
』
…
新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
二
九
・
一
九
三
二
・
一
九
三
二
・
一
九
三
三
）

『
殿
暦
』
…
大
日
本
古
記
録
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
）

『
今
昔
物
語
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
一
九

九
四
・
一
九
九
二
）

『
一
代
要
記
』

『
十
三
代
要
略
』

※
漢
文
体
史
資
料
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
に
訓
読
し
て
示
し
た
。


